
第３次拡張事業 千円

施設更新事業 千円

 水道事業収益 千円

　　　第１項 営業収益 千円

　　　第２項 営業外収益 千円

 水道事業費用 千円

　　　第１項 営業費用 千円

　　　第２項 営業外費用 千円

　　　第３項 予備費 千円

　（１）給水件数 17,500

73,700

91,304

　　第１款

200

353,596

1,031,846

　（総則）

第１条　平成30年度音更町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

903,122

811,618

985,967

45,879

件

平 成 30 年 度 音 更 町 水 道 事 業 会 計 予 算

　支　出

　　第１款

　（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　収　入

　（４）主要な建設事業

　（２）年間総給水量 4,130,000 ㎥

　（３）一日平均給水量 11,315 ㎥

　（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

－ 1 －



　収　入

 資本的収入 千円

　　　第１項 企業債 千円

　支　出

 資本的支出 千円

　　　第１項 建設改良費 千円

　　　第２項 固定資産取得費 千円

　　　第３項 企業債償還金 千円

　　　第４項 予備費 千円

　（一時借入金）

限度額

第５条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

　方消費税資本的収支調整額 36,636千円及び過年度分損益勘定留保資金 459,784千円で補てんするものとする。）。

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 496,420千円は、当年度分消費税及び地

　（企業債）

　　第１款

　（資本的収入及び支出）

　　第１款 283,500

283,500

779,920

518,697

2,866

258,157

200

起債の目的 利　率 償還の方法

第６条　一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

起債の方法

 施設更新事業 209,800千円

 第３次拡張事業 73,700千円 証書借入
借入日の翌日から据置期間を含めて４０年

以内に元利均等その他の方法により償還す

る。ただし、財政上の都合等により繰上償

還し、又は本期間中に未償還額の範囲内に

おいて借り換えることができる。

ただし、利率見直し方式で借

り入れる資金について、利率

の見直しを行った後において

は、当該利率見直し後の利率

４％以内
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千円

千円

第７条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

102,917

　れら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

　（２）交際費

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

30

　（たな卸資産の購入限度額）

第９条　たな卸資産の購入限度額は、3,095千円と定める。

　（１）営業費用と営業外費用

第８条　次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこ

　（１）職員給与費
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